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美濃加茂市保育園等給食調理委託業務仕様書（案） 

美濃加茂市の市立保育園、市立認定こども園及び児童発達支援センターカナ

リヤの家（以下「保育園等」という。）の給食調理業務を委託するための仕様に

ついて定める。 

 

１．委託業務名  美濃加茂市保育園等給食調理委託業務 

 

２．委託場所 

  施 設 名 定員 住         所 

1 太田第一保育園 75 美濃加茂市太田本町五丁目 3 番 24 号 

2 太田第二保育園 110  美濃加茂市西町三丁目 249 番地 1 

3 あじさい保育園 180 美濃加茂市田島町二丁目 2 番 38 号 

4 山之上こども園 70 美濃加茂市山之上町 2812 番地 1 

5 加茂野保育園 195  美濃加茂市加茂野町鷹之巣 1453 番地 

6 ほくぶ保育園 45 美濃加茂市伊深町 1563 番地 3 

7 カナリヤの家 30 美濃加茂市本郷町二丁目 8 番 25 号 

＊加茂野保育園は、今後民営化する予定があるため、委託業務から外れる可能性がある。 
 

３．調理見込み食数 

（１）毎日提供する食数 

   施 設 名 離乳食 3 歳未満 3 歳以上 職員数 施設計 

1 太田第一保育園 ０ ７ ４４ １６ ６７ 

2 太田第二保育園 ０ ８ ５３ １６ ７７ 

3 あじさい保育園 ２ １７ １０４ ３５ １５８ 

4 山之上こども園 ０ ０ ４２ １３ ５５ 

5 加茂野保育園 ２ ２７ １２０ ２８ １７７ 

6 ほくぶ保育園 ０ ４ ２１ ８ ３３ 

7 カナリヤの家 ２ ８ ２ １３ ２５ 

＊調理見込み食数は、令和 6 年 4 月 1 日の入園者数をもとに算出したものであり、これ以降の
途中入園などは考慮してない。そのため施設当たり±20 程度変動する可能性がある。 

＊土曜保育については、あじさい保育園・加茂野保育園で実施しているが、登園者数が少ないた
め 10～35 食になる。 

＊保育園行事等によって食数を変更することがある。 

＊アレルギー食の配食数は、１月約５００食程度（全園合計、１月を２０日として計算） 

（２）行事等によって増加する食数（年間延べ食数） 

太田第一

保育園 

太田第二

保育園 

あじさい

保育園 

山之上 

こども園 

加茂野 

保育園 

ほくぶ 

保育園 

カナリヤ

の家 

８１ ９１ ３２０ ７２ ０ ５５ ５０ 

＊食数は、実施する行事等の増減により変動する可能性がある。 
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＊あじさい保育園において一時預かり保育を行っており、1 月１５０食程度である。 

 

４．調理室の規模及び仕様 

  保育園等の調理室の規模及び仕様については、別図１～７を参照のこと。 

 

５．履行期間 

  令和８年４月１日から 令和１３年３月３１日まで 

 

６．基本的事項 

（１） 美濃加茂市から受託した業者（以下「受託者」という。）は、保育園等に

おける給食の趣旨を十分に認識し、保育園等の乳幼児に安全かつ安心で

良質な給食を提供すること。 

（２） 受託者は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）及び食

育基本法（平成１７年法律第６３号）等の関係法令等を遵守し、また、

調理業務にあっては、大量調理施設衛生管理マニュアル（平成９年３月

２４日付け衛食第８５号厚生省生活衛生局長通知別添）及び学校給食衛

生管理基準（平成２１年文部科学省告示第６４号）並びに美濃加茂市保

育園・認定こども園給食衛生管理マニュアルを遵守すること。ただし、

プロポーザル審査の提案書に基づく内容が、このマニュアル等を上回る

場合は、その提案書を遵守すること。  

（３） 受託者は、保育園等内の調理室を使用して給食を提供するものとし、施

設外で調理した給食を搬入する方法は認めない。 

（４） 美濃加茂市は、受託者に対し業務遂行上必要な施設、食器、器具及び備

品等を無償で貸与し、受託者は善良な管理者の注意をもって使用するも

のとする。 

（５） 業務遂行に伴う電気、ガス、水道料金は美濃加茂市の負担とするが、受

託者は、省エネルギーに努め、適切な管理の下に使用しなければならな

い。 

（６） 食材料の費用については、受託者が検収した後、支払うものとする。 

（７） 受託者が乳幼児及び保護者に接するときは、言動に十分注意し、礼儀正

しく、親切かつ丁寧にすること。 

 

７．給食等の時間 

＜平 日＞ 配茶     9 時 00 分        （全員） 

      午前おやつ  9 時 30 分 ～ 10 時 00 分（3 歳未満児） 

      昼食     11 時 15 分 ～ 12 時 30 分（3 歳未満児） 

             11 時 30 分 ～ 13 時 00 分（3 歳以上児） 

      午後おやつ  14 時 45 分 ～ 15 時 30 分（全員） 
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＜土曜日＞ 午前おやつ  9 時 30 分 ～ 10 時 00 分（3 歳未満児） 

      昼食     11 時 15 分 ～ 12 時 15 分（全員） 

      午後おやつ  14 時 30 分 ～ 15 時 30 分（全員） 

 

８．給食の種類 

 給食は、乳幼児の発達段階や健康状態、アレルギー及び保育園等の行事等に

よって異なるため、その種類については次のとおりとし、安全面、衛生面及び

栄養面等での質の確保を図ること。 

（１）離乳食 

    生後 6 ヶ月未満児についてはミルクを基本とするが、5 ヶ月以降の乳児

については、園長の指示により離乳食を提供する。 

（２）普通食（職員食、1 日保育士体験、保育参観喫食等を含む） 

    年齢別に大きさ、やわらかさ等を工夫して提供する。 

（３）おやつ 

    乳幼児の補食としての役割を考えて提供する。週 1 回以上は手作りお

やつとする。 

（４）アレルギー食 

    食物アレルギーを持った乳幼児に対し、アレルゲン食品の除去食や代

替食品を使用した給食を提供する。 

（５）行事食 

    誕生日会、祖父母参観日、七夕、クリスマス、ひな祭り等の行事食や

郷土食を必要に応じて提供する。 

（６）配慮食 

    宗教上の理由で除去が必要な乳幼児に対し、配慮食を提供する。また、

乳幼児の体調や、発達の状況、特性等により、通常の給食を提供しない

ことが適切であると園長が判断した場合も配慮食を提供する。 

    カナリヤの家で提供する給食は、通園する乳幼児の発達段階によって

刻み食等の配慮食を提供する。 

（７）クッキング給食 

    年に数回のクッキング給食を行う。提供する内容により、作り方の説

明やデモンストレーション等を行う場合もある。 

 

９．業務日及び休日 

 業務日及び休日は次のとおりとする。 

（１）業務日 原則として、月曜日から土曜日までとする。ただし、土曜保育

の希望状況により、土曜日に業務を実施しないことがある。 

（２）休日  日曜日、祝日及び年末年始（12 月 29 日～翌年 1 月 3 日） 

       ただし、行事などにより給食が不要と園長が認めたときは休日
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扱いとする。 

 

１０．業務時間 

 業務時間は、次のとおりとする。 

（１） 平日は、原則として午前 8 時 00 分から午後 4 時 45 分まで（責任者は、

午前 8 時 15 分から午後５時 15 分まで）とする。ただし、保育園等の行

事又は調理食数が異なるため、必要に応じて変更することができる。 

（２） あじさい保育園、加茂野保育園については、土曜日保育を実施するため、

土曜日は午前 9 時から午後 1 時までとする。なお、午後のおやつは、業

務時間中に準備を行うものとする。 

（３） 休憩時間も含め、業務時間中は常時 1 名以上の調理業務従事者を保育園

内に常駐させること。 

 

１１．委託業務内容 

業 務 項 目 業   務   内   容 

(1) 献立の作成 
① 献立の作成 

② 献立の承認 

(2) 食材料の発注及

び支払い 

① 食材分量の算出 

② 食材料の発注 

③ 受け取り及び検収 

④ 食材料の保管 

⑤ 在庫の管理 

⑥ 食材料費の支払い 

(3) 調理 

① 調理台等の消毒 

② 野菜等の下処理 

③ 調理 

④ 検食の準備及び保存 

(4) 配膳・片付け 

① 配膳又は盛り付け 

② アレルギー食等の配膳 

③ 食器・食品取扱器具の洗浄及び消毒 

④ 調理残菜及び残菜の処理 

(5) 衛生管理及び 

施設管理 

① 調理室等の衛生管理 

② 機械、器具類の管理（消毒、乾燥） 

③ 食品の衛生管理 

④ 防火管理 

⑤ 納入業者の衛生管理等 
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(6) その他 

① 美濃加茂市が指定する会議及び研修会への参加 

② 必要書類の記入及び整備 

③ 食材料費の報告 

④ 上記の業務に付帯する業務 

⑤ その他の必要業務（給食の展示、食育に関する協力） 

 

（１） 献立の作成 

① 献立については、受託者に属する管理栄養士が作成するものとし、保

育園等における給食の目的及び趣旨を十分理解し、できる限り変化に

富み、乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を考慮した献立とすること。 

② 受託者が作成した献立は、実施月の前月の園長会において、その内容、

調理方法及び保育園等の行事を調整し、承諾を得るものとする。また、

実施後は、保育園等の職員会から提出される意見及び問題点について、

以降の献立作成に活かすこと。 

（２） 食材料の発注及び支払い 

① 園長は、発注までに必要な食数（３歳以上児、３歳未満児、職員数、

アレルギー食・配慮食、その他）を受託者に報告し、受託者は、その

必要食数に応じて、食材の分量を算出すること。 

② 食材料の発注については、種類及び分量などを管理栄養士から提示さ

れたとおり受託者が発注すること。発注先は、できる限り市内業者を

優先するとともに、市内の農産物を使用するなど地産地消を考慮する

こと。 

③ 発注した食材料は受託者が受け取り、品質、数量等を確認し記録する

こと。なお、検収時には、園長又は園長が指名する者が立ち会い検収

を行うものとする。 

④ 納入された食材料は、適切な方法で保管すること。 

⑤ 保管されている食材料の在庫管理を適切に行うこと。 

⑥ 発注した食材料の費用は、受託者が支払うこと。 

（３） 調理 

① 調理のために使用する調理台、器具等については、使用する前に必ず

消毒すること。 

② 調理時間を短縮すること、配慮食、アレルギー食等を適切に提供する

ために、野菜等についてはあらかじめ下処理を行うこと。 

③ 調理は、美濃加茂市保育園・認定こども園給食衛生管理マニュアルに

基づいて行うものとし、調理方法等については管理栄養士の指示に従

うこと。 

④ 給食を提供する前に、検食簿とともに定められた時間に配膳し、園長

等の検食を受けること。また、食材料（食品ごとに 50g 程度）及び調
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理済みの給食１食分を保存食として、美濃加茂市が指示する方法によ

り保存すること。保存期間は 2 週間とし、保存期間を経過した保存食

は速やかに処分すること。 

（４） 配膳・片付け 

① 給食の味や温度を損なわないよう短時間で盛り付け又は配缶するよ

うに心掛けること。また、配膳場所は指定された場所で行うものとし、

それぞれの保育室へ確実に引き渡しを行うこと。 

② アレルギー食及び配慮食については、その他の給食と区別できるよう

に配慮し、保育士との連携を図りながら確実に提供すること。 

③ 調理及び配膳等が終了したときは、速やかに調理器具等の洗浄及び消

毒を行うこと。また、給食後には食器等も同様に取り扱うこと。 

④ 残菜については、毎日チェックし給食日誌に記入すること。また、残

菜、調理残菜、廃油及び給食調理業務で発生したゴミは、美濃加茂市

の分別方法に従って所定の場所に搬出すること。 

（５） 衛生管理及び施設管理 

① 調理室の衛生管理は、大量調理施設衛生管理マニュアル及び美濃加茂

市保育園・認定こども園給食衛生管理マニュアルに基づいて行い、常

に清潔に保つこと。 

② 調理に使用する機械、器具類は常に点検するものとする。また、調理

終了後、施設、設備、器具等が破損していないかを確認し、破損して

いた場合は、速やかに園長を経由して美濃加茂市に報告すること。破

損した破片が確認できない場合は、美濃加茂市の指示に従い、給食の

提供を取りやめることがある。 

③ 納入された食材料の衛生管理は、受託者が責任を持って行うものとし、

食中毒の発生又は異物の混入がないように十分留意すること。 

④ 調理室内の清掃、整理整頓及び日常点検は常に行い、また消防法に基

づく防火管理者を補佐するために、防火責任者を定めて火災予防に努

めること（防火責任者は、防火管理者の資格を有する必要はない）。 

⑤ 必要に応じて、納入業者の衛生管理の状況及び健康状態を確認するこ

と。 

（６） その他 

① 保育園等給食の目的や趣旨を十分に理解し、保育園等給食が適正に実

施できるように調理業務従事者に対して定期的に研修を行うこと。ま

た、美濃加茂市が必要と認めた場合は、管理栄養士及び調理業務従事

者を会議に参加させること。 

② カナリヤの家では、給食日誌、在庫食品管理受払簿、衛生管理チェッ

クシート、給食発注検収表を、保育園ではそれに加えて予定実施献立

表、給食実施集計表を整備し、毎日記録すること。 
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③ 食材料費については、支払日、支払先、支払金額等を集計し、美濃加

茂市に毎月報告すること。 

④ その他、上記（１）から（６）までの業務に付帯する全ての業務を行

うこと。 

⑤ 調理した給食と同じ給食を展示し、保護者に対して周知を図ること。

また、保育園等において食育に関する行事等が行われる場合は、積極

的に協力すること。 

 

１２．管理栄養士の設置 

（１）受託者は、学校給食・保育園給食の経験を 2 年以上している管理栄養士

を常駐すること。管理栄養士は、原則として調理業務責任者と兼務はで

きないものとする。 

（２）管理栄養士は、献立を作成し、全園の保育園等給食調理を統括すること。 

（３）管理栄養士は、常に保育園等の給食が適切に調理されているかを確認し、

調理方法や衛生面等の指導を行うこと。 

（４）管理栄養士は、業務遂行上の責任者として調理業務責任者を指揮・監督

し、保育園等及び美濃加茂市との連絡調整を行うこと。 

 

１３．調理業務責任者 

（１）保育園には、調理師免許若しくは栄養士免許を有し、学校給食又は保育

園給食の経験を 1 年以上している調理業務責任者を 1 名配置すること。 

（２）調理業務責任者が不在のときは、それに相当する資格を有した代わりの

者を配置すること。 

 

１４．調理業務従事者 

（１）保育園には、調理業務責任者を補佐し、昼食、手作りおやつ等が調理で

きる者を１名以上配置すること。ただし、ほくぶ保育園及びカナリヤの

家に関しては、調理食数が少ないため、調理業務責任者のみの配置でも

構わないものとする。 

（２）受託者は、調理業務が無理なく確実に遂行できる人員体制で臨むこと。 

（３）調理業務従事者の休暇及び調理業務に従事できない事態が発生した場合

には、速やかに調理業務従事者を補充し、調理業務に支障を来たさない

ように対応すること。 

 

１５．選任の報告 

 業務を開始しようとする前に、管理栄養士、調理業務責任者及び防火責任者

について、責任者等選任（変更）報告書（様式１）に必要書類を添付した上で、

美濃加茂市に報告しなければならない。また、責任者等を変更する場合も同様
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とする。 

選任報告書 添付書類 提出期限 

管理栄養士選任報告書 
業務履歴書 

資格を証する書類の写し 
履行開始の２週間前 

調理業務責任者選任報告書 
業務履歴書 

資格を証する書類の写し 
履行開始の２週間前 

防火責任者選任報告書 
 

 
履行開始の２週間前 

 

１６．調理業務従事者の服務と衛生管理 

（１）受託者は、常に安全･衛生管理の徹底を図るとともに、調理業務従事者の

健康管理を行うこと。 

（２）受託者は、調理業務従事者の健康管理のために、労働安全衛生規則に定

める定期健康診断を必ず年 1 回以上実施し、検便については、月 2 回実

施し、赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌群 O157 菌・O26 菌の

保菌者がでた場合は、ベロ毒素等の有無などについて追跡調査をするこ

と。その結果を美濃加茂市に報告すること。 

また、安全衛生上、その健康診断や検便検査の結果、就労に適さない

と認められる者が確認されたときは、その旨を美濃加茂市に通知すると

ともに、その者を就労させてはならない。 

（３）食品衛生上支障のある者又は下痢症状、発熱、せき、外傷、皮膚疾患等

の伝染性疾患の恐れがある者を調理業務に従事させないこと。  

（４）調理業務に従事する者は、常に爪を短く切り、マニキュアを禁止し衛生

管理に十分留意すること。  

（５）調理業務に従事する者は、指輪、ネックレス、時計、アクセサリー等の

異物混入の恐れがある物を身に付けて従事しないこと。  

（６）調理室では、私物の持ち込み、その他食品衛生上支障となる行為はさせ

ないこと。また、食材及び調理済み給食の持ち出しを禁止する。  

（７）受託者は、受託者の責任において立入検査を行うこと。また、美濃加茂

市、保健所等による立入検査が行われる場合は、これに協力し指示に従

うこと。 

 

１７．食中毒及びその他の事故発生時の対応 

（１）食中毒及びその他の事故が発生した場合は、速やかに園長に報告し、美

濃加茂市の指示に従うこと。 

（２）事故が発生したときは、乳幼児、職員、保護者等の人命を最優先し、そ

の後、速やかに事故の原因を追究し、今後の対策を併せて美濃加茂市に

報告すること。 
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１８．業務又は費用の分担区分 

（１）調理業務の分担は、別表１のとおりとする。 

（２）調理業務に係る人件費は、全て受託者の負担とする。また、人件費以外

の費用分担は、別表２のとおりとする。 

 

１９．賠償責任保険の加入 

（１）調理業務に起因して、乳幼児・職員等に損害を与え、法律上の損害賠償

責任を負う場合の保証のため、受託者は賠償責任保険に加入すること。

ただし、既に賠償責任保険に加入している場合は、この限りでない。 

（２）受託者は、賠償責任保険証書の写しを契約書に添付すること。 

 

２０．損害賠償 

 次に掲げる事項に該当し、その結果、美濃加茂市に損害を与えたときは、受

託者は美濃加茂市に損害を賠償しなければならない。 

（１）故意又は過失により、食中毒の原因となる細菌その他人体に有害な物質

を保育園等の給食に混入したとき。 

（２）故意又は過失により、施設備品を損壊、紛失又は遺棄したとき。 

 

２１．業務委託料の支払い 

（１）業務委託料の支払いは、月払いとする。１回の支払額は、委託料総額（年

額）を１２回で均等に分割した額とし、履行の翌月、受託者からの請求

により支払うものとする。分割した際に１円未満の端数が生じた場合は、

端数を切り捨てるものとし、切り捨てた額の合計を毎年度最終支払い月

に加えて支払うものとする。 

（２）美濃加茂市は、請求書を受理した日から３０日以内に委託料を支払うも

のとする。 

 

２２．業務代行保証 

（１）受託者は、やむを得ない事情により調理業務の全部又は一部の遂行が困

難となった場合の危険を担保するため、次の内容の業務代行保証体制を

整備できる代行保証人の代行保証確約書を契約書に添付すること。 

① 受託者の調理業務の全てを代行することができる者であること。 

② 調理業務の代行ができる能力が担保されていること。 

③ 代行に当たって連絡体制が明確であること。 

④ 受託者が調理業務を再開できる場合は、代行保証に基づく代行を解

除することができるものであること。  

⑤ 代行保証人は、受託者と資本関係のない会社であること。 
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２３．債務不履行の措置  

（１）受託者の責に帰すべき事由により債務不履行となった場合、又は債務不

履行が見込まれる場合には、美濃加茂市は受託者に対し改善勧告をし、

一定期間内に改善策の提出及びその改善を求めることができる。  

（２）美濃加茂市が受託者に対し改善を求めたとき、受託者がこれに応じない

場合には、美濃加茂市は契約を解除できる。この場合において、美濃加

茂市は受託者に対し、これにより生じた損害賠償を請求できるものとす

る。  

（３）美濃加茂市の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となったときは、

受託者は契約を解除できる。この場合において、受託者は美濃加茂市に

対し、これにより生じた損害賠償を請求できるものとする。  

（４）災害等による不可抗力又は美濃加茂市及び受託者双方に責を帰すことが

できない事由により業務の継続が困難となった場合は、美濃加茂市及び

受託者により業務の継続について協議するものとする。一定期間内に協

議が整わないときは、相手方に対する通知により、契約を解除できるも

のとする。  

（５）契約を解除したときの委託料については、実際に業務が停止した日まで

の日割り計算で支払うものとする。 

 

２４．その他 

（１）災害等による緊急時には、美濃加茂市地域防災計画に基づいて被災者支

援のために協力し、協力時には美濃加茂市の指示に従うこと。また、美

濃加茂市が防災訓練を行うとき、受託者に協力を要請した場合も、積極

的に協力すること。  

（２）受託者は、適正な業務の実施ができるよう経費の削減に努めること。特

に、光熱水費、消耗品費の不必要な使用を避け、設備、備品の維持管理

に留意すること。  

（３）受託者は、調理員の雇用について、現調理員が要望した場合には、配置

員数の範囲内において雇用するよう努めるものとする。 

（４）本業務委託期間満了又は契約の解除により、契約が終了する場合は、業

務の引き継ぎが円滑に遂行できるよう留意事項等を取りまとめた引継書

を作成し、次期受託者に対して適切な引継ぎを行うこと。 

（５）本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び本仕様書に記載のない事項につ

いては、必要に応じて市と受託者が協議の上、別に定めるものとする。 
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 業 務 内 容 受託者 美濃加茂市 

給食全般 

給食運営の総括  ○ 

嗜好調査の実施 ○  

喫食状況の把握（残量調査等） ○  

給食日誌の作成 ○  

給食関係部門との連絡調整 ○ ○ 

上記の確認  ○ 

献立の 

作成 

献立表の作成 ○  

献立表の確認・承認  ○ 

給食栄養量の計算 ○  

献立実施後の指示・確認・協議 ○ ○ 

上記の確認  ○ 

食材料の 

発注及び 

支払い 

食材料発注書の作成と発注 ○  

食材料の荷受・検収 ○ ○ 

食材料費の支払い ○  

食材料の保管・在庫管理 ○  

在庫食品受払簿の作成 ○  

上記の確認  ○ 

調理 

食数の把握･確認 ○ ○ 

調理業務従事者の配置計画・管理 ○  

調理作業（下処理含む） ○  

配缶、盛付けの実施・確認 ○  

配膳・下膳 ○  

配膳 

片付け 

保存食の保存・廃棄（食材料・調理済給食） ○  

上記の確認  ○ 

衛生管理 

施設管理 

食器、調理機器の洗浄・消毒 ○  

調理室､冷凍冷蔵庫､排水路､生ゴミ処理機等の清掃 ○  

調理業務従事者の健康管理、検便の実施 ○  

調理残菜、廃油の処理 ○  

調理残菜、廃油の処分  ○ 

上記の確認  ○ 

その他 

市・保健所・保育研究協議会主催の研修への参加 ○ ○ 

調理業務従事者の技術向上のための研修・訓練 ○  

食育に関する行事への参加 ○ ○ 

事故発生時の対応 ○ ○ 

 

 

（別表１）調理業務分担区分 



- 12 - 

 

（別表２）費用分担区分 

 経  費  区  分 受 託 者 美濃加茂市 

消耗品費等 

食材料費 ○  

洗剤及び石鹸、消毒剤の購入費 ○  

ペーパータオル、アルミホイル等調理用消耗品 ○  

白衣、長靴、ビニールエプロン等 ○  

施設清掃用器具 ○  

食器類・箸・スプーン（老朽破損・追加）  ○ 

食器類・箸・スプーン（洗浄等作業破損） ○  

光熱水費（電気、水道、ガス）  ○ 

衛生費 

衛生消耗品（マスク、手袋等） ○  

調理室のネズミ、ゴキブリ駆除に係る経費 ○ ※１ 

調理残菜・廃油の処分費  ○ 

検査費 

調理業務従事者の健康診断・検便に係る経費 ○  

検便以外の保菌検査費 ○  

水質検査費 ○  

保守点検費 

調理機器の保守点検費  ○ 

空冷設備保守点検費  ○ 

ダムウェーター保守点検費  ○ 

消防用設備保守点検費  ○ 

その他 

調理業務従事者に係る経費（研修参加費等） ○  

調理機器等の修繕で受託者に過失があるもの ○  

上記以外の調理機器等の修繕  ○ 

調理機器等貸与備品の買い替え  ○ 

調理業務者の給食代 ○  

駐車場料金 ○  

※１ 大規模な駆除が必要な場合は、美濃加茂市と協議を行うこと。 
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（様式１） 

責任者等選任（変更）報告書 

 

令和  年  月  日 

 

美濃加茂市長 あて 

 

受託者            印 

 

 

 美濃加茂市立保育園等の給食調理業務における管理栄養士等を下記のとおり

決定（変更）しましたので、報告します。 

 

 

記 

 

１．管理栄養士 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       

＜添付書類＞ 

(1) 履歴書の写し 

(2) 管理栄養士の免許の写し 

(3) 健康診断書（労働安全衛生規則第43条又は第44条を満たすもの） 

(4) 細菌検査成績書の写し 

 

２．調理業務責任者 

（太田第一保育園） 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       

（太田第二保育園） 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       

（あじさい保育園） 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       
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（山之上こども園） 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       

（加茂野保育園） 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       

（ほくぶ保育園） 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       

（カナリヤの家） 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       

＜添付書類＞ 

(1) 履歴書の写し 

(2) 調理師又は栄養士等の免許の写し 

(3) 健康診断書（労働安全衛生規則第43条又は第44条を満たすもの） 

(4) 細菌検査成績書の写し 

 

３．防火責任者 

（太田第一保育園） 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       

（太田第二保育園） 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       

（あじさい保育園） 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       

（山之上こども園） 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       
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（加茂野保育園） 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       

（ほくぶ保育園） 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       

（カナリヤの家） 

 氏  名 性別 年令 住  所 連絡先 資格免許 

新任       

前任       

＜添付書類＞ 

(1) 調理業務責任者と異なる場合は、履歴書の写しを添付すること。 



- 16 - 

 

美濃加茂市保育園等給食調理委託業務のイメージ 

 

 

献立の作成 

１か月分の献立を作成 

受託者 市 

園長会・給食運営委員会 

献立・調理方法の承認 

食材の発注 

必要な分量で発注 

食材の検収 

保育園ごとに検収 

食材の検収 

良質な食材であるか確認 

調理 

献立に沿って調理 

給食の検食 

安全であることを確認 

片付け・残菜の搬出 

食器の片付け、残菜搬出 

清掃・消毒 

調理室清掃、食器の消毒 

配膳 

クラスごとに配膳 

下処理 

調理前の準備 

職員会での協議 

意見集約・問題点の洗出 

食材料費の支払い 

支払事務 

残菜の処理 

搬出された残菜の処理 

食数の報告 

必要な食数を報告する 


